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地域経済連携 と国際金融協力への日本の貢献
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3.地 域経済連携協定 の重要性

1.グ ローバ リゼ ー シ ョン とIT

(1)グ ローバ リズム

英国の政治哲学者ジョン ・グレイの定義を借 りれば、グローバル化 とは、厂工業生産のため

の近代的技術 とあらゆる種類のコミュニケーションー通商、資本、生産、情報一の国境を越え

た全世界への普及」であり、また、「ほとん どすべての経済が世界中の他の経済 とネ ットワー

ク化 されているとい うこと」である1。その意味で、1914年 以前も今 と同じよ うに、あるいは

通商 と資本移動に関しては今以上にグローバル化 されていた とい う見方もできよう。しかし、

19世紀のグローバル化は大陸間海底電信ケーブルと蒸気船という技術に支えられたものであっ

た。今、我々が直面しているグローバル化はITに よって支えられたものであり、交換しうる

情報の質、量及びスピー ドにおいてまさに隔世の感がある。また、生産を上回る貿易量の増大

や さらにそれを上回る海外直接投資の規模 の拡大は19世 紀のグローバル資本主義とは異質の

ものと考えざるを得ない。そして、この変化は主として多国籍企業によってもたらされたもの

である(MNCs)2多 国籍企業は、世界の生産の約3分 の1、 世界貿易の3分 の2を 占めるの

みならず、世界貿易の約4分 の1が 他国籍企業の中で行われているのである3。

このようなグローバル化については賛否両論の見方があり得る。プリンス トン大学のロバー

ト・ギルピン名誉教授によれば、market-orientedpositionとrevisionistpositionに 分けられ

る。前者は市場が政府よりも力を持ち、自由貿易と資本の移動を通 じて世界経済に秩序がもた

らされ、富が最大化されると考えるものである。後者は市場万能の自由な世界経済は勝者より

1ジ ョン ・グ レイ 『グ ロー バ リズ ム とい う妄 想 』 日本 経 済 新 聞社 、1999年 、p.79

2RobertGilpin,"TheChallengeofGlobalCapitalism,"Princeton,PrincetonUniversityPress,

2000,pp.18-25

3ジ ョン ・グ レイ 『グ ロー バ リズ ム とい う妄 想 』 日本 経 済 新 聞社 、1999年 、p.88
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も多くの敗者を生み出し、個別の国家や社会階級の間で衝突が発生す ると考える4。現象面的

には、前者 はワシン トン ・コンセンサスに代表され るような米国政府、IM:F等 の国際機関及

び多国籍企業が支持 し、後者は欧州、アジアの政府や多くのNGOに よって支持 されてきた。

しかし、後述するように、97年 のアジア危機をきっかけに、グローバル資本主義の持つ問題

点が前者 のグループにも認識 されていく一方、WTOシ ア トル会合で見 られたような全 く自由

貿易を否定す るNGOの 主張は支持されない。ニューヨーク ・タイムズのコラムニス トである

トーマス ・フリー ドマンは、ITに よって支えられたグローバル化 はもはや選択の余地のない

ものであ り、いかに上手につきあっていくかを考えるべきであるとの立場を取っている。彼は

グローバル化を維持するための重要な要素として、次の三つのバランスが保たれている必要が

あるとしている。まず、国家と国家、そして国家 と世界市場及び国家 と個人の間のバランスで

ある5。確かに、21世 紀の課題の一つは、肥大化 していくグローバル資本主義をいかに制御 し

ながら、これらのバランスを維持 していけるかということであろう。前出のジョン ・グレイの

ように、市民をグローバル資本主義の混乱から保護することと、経済成長に必要な天然資源の

支配を確保するとい う機能を有する主権国家はすたれないとする見方 もある6。 しかし、他国

籍企業の活動を前提にすれば、主権国家 というものがある程度希薄になっていくことも事実で

あろ う。一方で、ITを 活用できる個人が相対的に決定権を持ってくる可能性がある。その過

程で、国家と個人の媒体ともいうべき民族のアイデンティティー とグローバル化の折 り合いを

どのようにつけていくかということが、今後の大きな課題になるものと考えられる。

(2)ITの 光 と 影

IT「 情 報 技術(InformationTechnology)」 が経 済活 動 に もた ら し うる最 も大 きな影 響 は生

産 性 の 向 上 で あ ろ う。 米 国 商務 省 の"DigitalEconomy2000"に よれ ば 、米 国 の 生産 性 の伸

び は 、73年 か ら95年 ま で は 年 率1.4%で あ っ た が 、95年 か ら99年 に か け て は2.8%に 上 昇 して

お り、 そ の 中でIT資 本 の 労働 生 産 性 上 昇 へ の寄 与 は 半 分 を超 え て い る。 そ の 内 容 は全 要 素 生

産 性(MFP)を 通 じた寄 与 と資 本 深 化 を通 じた 寄与 で あ る7。IT投 資 の 生 産 性 が 極 めて 高 い と

な る と、ITを 駆 使 して生 産 性 を高 め る こ と の で き る企 業 や 個 人 とそ うで な い 場 合 とで は 、 大

き な 生 産 性 格 差 、 ひ い て は 所 得 格 差 が 発 生 す る。 い わ ゆ る 「勝 っ た 者 一 人 取 り(Winner

Ta:kesAll)」 の 弱 肉強 食 の 世 界 が 出現 し、 貧 富 の 差 が 拡 大 して い く。 今 ま さ に米 国 で 起 き て

4RobertGilpin,"TheChallengeofGlobalCapitalism,"Princeton,PrincetonUniversityPress,

2000,p.29

5ThomasL.Friedman,"TheLexusandtheOliveTree,"NewYork,Farrar,Strausand

Giroux,1999,pp.11-13

6ジ ョ ン ・グ レ イ 『グ ロ ー バ リズ ム と い う妄 想 』 日本 経 済 新 聞 社 、1999年 、p.108

7米 国 商 務 省 『デ ジ タ ル ・エ コ ノ ミー2000』 東 洋 経 済 新 報 社 、2000年 、pp.67-72
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いる現象がそれである8。

ただ し、この点に関しては、米国の経済学者の間でも、見解が大きく分かれてお り、MIT

の レスター ・サロー教授のようにIT革 命 を肯定する立場から、プリンス トン大学のポール ・

クル ッグマン教授のよ うにIT革 命を真っ向から否定する立場に分かれている。その間に中間

論的な立場を取る学者としては、MITの ロバー ト・M・ ソロー教授やプ リンス トン大学のア

ラン ・ブラインダー教授などがいる9。この立場は、ブラインダー教授の言葉を借 りれば、厂生

産性の加速はインターネッ トの急速な普及 と同時に起こっているとい う興味深い事実がある。

インターネットがこの生産性の伸びの加速を可能にしたか否かは、他の説明もつけられるので、

将来経済の歴史家に判断を委ねよう。」10とい うものである。 しかし、この論争は事実によ り

決着が着いた。2001年 の第2、 第3四 半期において、2期 連続で経済成長がマイナスになっ

たにもかかわらず、この2期 の生産性の上昇率は1.9%と なったのである。過去、2四 半期連

続で経済成長がマイナスになった戦後の米国の8回 のリセ ッションの際には必ず生産性もマイ

ナスになっていた11。

ITは マクロレベルの生産性や経済成長に影響を与える他、企業経営や労働慣行にも密接な

関係を有す る。たとえば前出の"DigitalEconomy2000"に 紹介 されている研究では、IT投

資水準と企業組織の分権化度合いを基準に4つ のグループに分けて比較した ところ、「IT投資二

が多く、分権化 も進んだ企業の生産性は最も高かったが、逆にIT投 資が多いが、分権化の進

まない企業の生産性は最 も低かった。実際、多額のIT投 資を行ったが、高度 に集権化 されて

いる企業の生産性は、IT投 資も少なく、分権i化も進まない企業に比べても低かった。」(Erick

BrynjolfssonandLorinM.Hitt)12す なわち、企業組織形態の変更や ビジネス ・プロセスの

変更を伴わないIT投 資は組織の効率化、意志決定の迅速化をもたらさないのである。もとも

と職業の流動性が高く、中間管理職の解雇が可能であった米国では、組織形態のフラット化が

迅速に進み、組織の効率化が進んだ。 さらに、米国労働省のレポー トでは、「組織の形態がよ

りフラット化す る結果、一人一人の労働者の受け持つ仕事が従来のような細分化 されたものか

ら統合されたものへ変化 し、労働者の技能向上に繋がる」ことが強調 されている13。今後、 日

本企業が、企業組織形態の変更やビジネス ・プロセスの変更を行い、IT投 資の果実を享受で

きるかどうか、大きな課題である。

8も っとも、木村 忠正(『 デ ジタルデバイ ドとは何か』岩波 書店 、2001年1月)に よれば、米国 にお け

る世帯間所得格差(ジ ニ係数)を み ると、80年 代 には所得分配の不均衡 が拡大 しているが、90年 代で は

世帯間格差は縮ま らないまで も拡大 もしていない。

9佐 々木ス ミス三根子 『IT革 命かITバ ブルか』東洋経済新報社、2000年

10佐 々木ス ミス三根子 『イ ンターネ ッ トの経 済学』東洋経済新報社、2000年

11米 国商務省 『デ ジタル ・エ コノミー2002』 東 洋経済新報社、2002年

12米 国商務省 『デ ジタル ・エ コノミ ー2000』 東 洋経済新報社 、2000年 、p.80

13斎 藤克 仁 「情 報化 関連投 資 を背 景 とした米 国での 生産性 上昇」 『日本銀行 月報 』2000年2月 号、

pp.14-15
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個人間でもITを 駆使できるかどうかによって生産性が違ってくることは我々の実感でもあ

る。米国では、インターネッ トを活用 している層は、厂高所得、高学歴、仕事でコンピューター

を使用、 白人かアジア系、世帯主の年齢が35か ら50歳 とい う層」である。白人、アジア系な

どで、所得75,000ド ル以上、大都市住人、世帯主は短大卒以上で年齢35か ら55歳 の家庭では、

パ ソコン保有率87%、 インターネ ット利用率68%。 一方、黒人 ・ラテン系で、所得15,000ド

ル以下、インナーシテイー住人、世帯のすべての成人が高卒でない、世帯主が35か ら50歳 の家

庭では、同7%、2%に すぎない14。学歴が高く、収入が高い世帯ほどITを利用し、生活を豊

かにするとともに、個人の能力をますます高めているということである。学歴が低 く、収入の

低い世帯はその逆である。このようにデジタル ・デバイ ドが拡大再生産されていくとすれば、

個人の生産性ひいては所得の格差はますます拡大 し、悪循環に陥る可能性が高い。

日本の場合は、米国のような深刻な人種間の格差 という問題はないが、いわゆる有名大学の

子弟の保護者の平均年収が高いなど、社会的な流動性が従来よりも弱 くなってきたとの指摘が

なされている。ジニ係数の推移を観察すると、日本では徐々に係数の上昇傾向がみ られる。た

だし、注意すべきは、人口構成上、フローの所得は少なくなるが、資産を多く保有 している高

齢者世帯の増加により、ジニ係数が上昇することもあり、一概に不平等化が進んでいるとまで

は断言できない。ただし、今後、市場機能が発揮されるなかで、職業の流動性が高まることに

加え、デジタル ・デバイ ドが拡大再生産 されていく可能性があることも考慮する必要がある。

日本のように成熟した経済では、経済全体の生産性を上げるためには、ある程度の貧富の差

が拡大することを許容 しなければならない という見方もある。所得分布が不平等でも、高額所

得者 が社会 ・経済の活力を維持できれば、結果 として国の生産活動が盛んになり、低所得者も

含めた国民全体が裨益するというものである。このような考え方の代表はシカゴ大学の ミル ト

ン ・フリー ドマン名誉教授をはじめとするシカゴ学派であろう。一方、米国でも、スタンフォー

ド大学のケネス ・J・ アロー教授のように 「米国の収入の上下格差が急激に拡大 してお り、ま

た米国の平均収入がつい4、5年 前まで低下 していた。 よって米国民の下層30%の 人々は、

以前より生活水準が悪化 した」15との問題点を指摘 したり、J・ ブラッドフォー ド・デウロン

グカ リフォルニア大学バークレー校教授のように 「米国政府がより積極的に富の再配分の役割

をすべき」16と主張する学者も多い。

(3)国 家 間のデジタル ・デバ イ ド

企業や個人間のデジタル ・デバイ ド問題 は国家間でも生 じうる。そもそも、南北間の所得格

差はIT革 命以前から大きな問題であった。世界銀行のブランコ ・ミラノビックの推計(全 人

14米 国 商 務 省 『デ ジ タル ・エ コ ノ ミー2000』 東 洋経 済新 報 社 、2000年 、pp.136-138

15佐 々 木 ス ミス 三 根 子 『イ ン ター ネ ッ トの 経 済 学 』 東 洋 経 済 新 報社 、2000年 、p.61

16佐 々 木 ス ミス 三 根 子 『イ ン ター ネ ッ トの 経 済 学 』 東 洋 経 済 新 報社 、2000年 、p.227
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口の85%を カバ ー)に よれ ば 、 世 界 全 体 の 所 得 格 差 はIT革 命 以 前 か ら拡 大 して い る。 彼 の 推

計 に よ る ジ ニ係 数 を 見 る と、88年 か ら93年 の5年 間 で62.5か ら66.0と 上 昇 し、6%も 不 平 等

化 が 進 ん で い る17。 グ ロー バ ル 化 は所 得 格 差 の 拡 大 を もた ら した の で あ る。94年 以 降今 日ま で

の 更 な る グ ロー バ ル 化 の 進 展 とIT導 入 の 生 産 性 格 差 の 拡 大 を 考 え る と、所 得 格 差 は ます ま す

拡 大 して い る こ とが想 像 で き る し、今 後 も そ の トレン ドが進 む こ とが 予測 で き る。 世 界 銀 行 の

別 の 推 計 で は 、90年 に1日2ド ル 以 下 で 生 活 す る貧 困層 は27億18百 万 人 で あ っ た が 、98年 に

は そ の 数 が28億 百 万 人 と約1億 人増 加 して い る18。

第3世 界 の 貧 困 を撲滅 す るた め に も、拡 大 す る国 家 間 の 所 得 格 差 を縮 小 させ る必 要 が あ る。

一 方 で
、 デ ジ タ ・デ バ イ ドとい う新 しい課 題 が 生 じて 来 た わ け だ が 、 これ 以 上 の所 得 格 差 の拡

大 に ス トップ を か け る た め に も緊 急 に対 応 す る必 要 が あ る。 この よ うな状 況 を踏 ま え、2000

年7月 の 沖 縄 サ ミ ッ トにお い て発 表 され た 沖 縄IT憲 章 で は 、 デ ジ タ ル ・デ バ イ ドの解 消 が 大

き な課 題 と され た 。 沖 縄IT憲 章 は 「世 界 各 国 で デ ジ タル ・デ バ イ ドを 解 消 す る こ とは 国 家 の

ア ジ ェ ン ダ の 中で も特 に重 要 な もの で あ る。 全 て の 人 が 情 報 通 信 の ネ ッ トワー ク に 自由 に ア ク

セ ス で き る よ うに しな けれ ば な らな い 。」 と謳 っ て い る。

本 憲 章 を受 け て 、 日本 政 府 は 「国際 的 な情 報 格 差 に対 す る我 が 国 の包 括 支 援 策 」 と して5年

間で 総 額150億 ドル の支 援 を約 束 した 。 内 訳 は主 と して 日本 国 際 協 力銀 行(JBIC)の 商 業 ロー

ン 、 出資 、及 び 円借 款 で あ る。 そ れ に加 え 、技 術 協 力 や 無 償 資 金 協 力 な ども若 干含 ま れ る。 本

構 想 を実 現 す べ く、 関係 省 庁 ・国際 協 力 関係 機 関 の 問 にお け る支 援 ス キー ム 等 の 議 論 や 、 民 間

企 業 に 対 す る連 携 の呼 び か け が行 われ た。2000年10月 に は 外 務 、 大 蔵 、 通 産 、 郵 政 、JBIC、

JICAの 実 務 家 で 編 成 され たIT協 力 に 関す る政 策 対 話 ミ ッシ ョ ンが フ ィ リピ ン 、 タイ 、 カ ンボ

ジ ア に 派 遣 され た 。 さ らに 、2001年1月 に は 、 同様 の 政府 ミ ッ シ ョンが イ ン ドネ シ ア 、 シ ンガ

ポ ー ル 、 ベ トナ ム 、 マ レー シ ア に 派 遣 され 、政 策 対 話 とニ ー ズ調 査 が行 わ れ た 。JBICの 商 業

ロー ン、 出融 資 に加 え 円借 款 や 無償 資金 協 力 あ るい は 技術 支援 の ニ ー ズ が 出 て くれ ば、 新 宮 沢

構 想 と同 じよ うに ス ピー ド感 の あ る支援 を実 行 す べ きで あ ろ う。 そ の 際 、先 行 して デ ジ タル ・

デ バ イ ド解 消 の た め の 政 策 を 実 施 して い た 世 界 銀 行 、UNCTAD(TheUnitedNations

ConferenceonTradeandDevelopment),UNDP(UnitedNationsDevelopmentBank)

等 とも連 携 を取 る こ とが 望 ま しい。 ま た、ASEAN諸 国 は域 内 の 情 報 イ ン フ ラの 実 現 、 電 子 商

取 引 の推 進 、 貿 易 投 資 自由化 、 キ ャパ シテ ィー ビル デ ィン グ、 電 子 政府 構 築 な どIT推 進 にか か

る 国 内 外 の要 因形 成 ま た は 除 去 を 目的 とす る"e-ASEANAgreement"(2000年11AASEA:N

サ ミッ ト)を 締 結 してい る。"e-ASEANAgreement"の 実 施 に 関 して 、 日本 政府 は 民 間企 業

あ る い はNPOと 連 携 を取 りな が ら、 効 率 的 な 協 力 を行 う必 要 が あ る。

17RobertWade,"Winnersandlosers,"TheEconomist,Apri128th-May4七h,2001,pp73-75

18WorldBank,"GlobalEconomicProspec七sandtheDevelopingCountries2000"
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2.ア ジア通貨危機 と国際金融協力

(1)ア ジァ通 貨危機 の原 因

第1節 で述べたよ うなITを 伴 うグ白一バル化を背景に、1997年 にアジア通貨危機が発生し

た。まず最初に、同年7月 に発生 したタイの通貨危機はインドネシア、韓国など周辺諸国に伝

染 しなが ら、アジア各国の通貨及び金融市場に大きな波乱を巻き起こした。このショックを通

貨の下落率から見たとき、97年 の6,月 末時点と各通貨の最安値とを比較すると、たとえばタ

イバーツで55.5%、 イン ドネシアルピア85.4%、 韓国ウオン54.9%、 マレーシアリンギで46.4

%下 落している。 しかも、アジア危機の問題点は、このような通貨危機 とともに金融システム

危機が同時に発生 したところにあった。通貨危機 と金融危機の因果関係はもちろん双方向的で

あ り、タイでは96年 に株価 と不動産価格が大きく下落 してお り、所謂バブルがはじけた状態

で、通貨危機を迎えたことになる。各国の株式市況の変化率をこれも97年 の6月 末時点 と危

機後の最安値の時点で比べると、タイの株価指数が527か ら207へ とマイナス61%(最 高値の

96年1月 の株価指数は1400で あった。)、イン ドネシアがマイナス65%、 韓国がマイナス62%、

マレーシアでマイナス76%と なっている。

危機に陥った理由は各国さまざまであるが、一般的には、事実上 ドルペ ッグとなっていた為

替制度の硬直性を前提に、金融市場のグローバル化、資本移動の自由化の進展を背景にした短期

の国際資本の大規模;かつ急激な流入 と流出が上げられる。息の長い直接投資とは違って、浮気

なポー トフォリオマネーは、その国のマクロ経済状況の不均衡や為替相場が長続きしないと見

るや一挙に逃げ出す。外貨建て資金への依存度の高いアジアの多くの国では通貨の下落によっ

て債務負担が増すから(た とえば、1ドル2400ル ピアが一時1万6600ル ピアになったイン ドネ

シアでは、債務負担はル ピア建てで一挙に6か ら7倍 に膨れ上がった。)、実体経済も悪化 し

(金融機関、企業部門のバランスシー トの悪化)、 スパイラル式に経済危機が深刻化 した。他方

で、金融 ・資本市場が成熟す る前に、自由化を急速に先行 させたため、脆弱な金融機関は外的

なシ ョックを吸収することができなかった。過度な不動産投資や不良債権増加など国内の金融

企業セクターの構造的な脆弱性が金融システム不安をもたらし、資本勘定を通 じた急激な流動

性危機 と相互に複合的に作用 した結果、危機が増幅されたと見られている。その意味で 「双子

の危機」とい う表現も使われている19。

この問題に対 して、所謂ワシン トンコンセンサス(米 国財務省、IM:F、 世界銀行な どのエ

コノミス ト集団に共通した見方)は 次のように批判することが多かった。すなわち、アジアの

通貨危機 は、アジア的な価値観に基づ く 「クローニーキャピタリズム(仲 間内資本主義)」 と

民主主義の遅れた開発独裁的な政治体制の限界がもたらしたものであると。 しかし、これ らの

環境は、「アジアの奇跡」と呼ばれる高度経済成長が続 き、世界中からマネーを引き寄せてい

19外 国為替等審議会報告書 「アジア経 済 ・金融 の再生へ の道」2000年6月20日
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た時にも同じであった。短期の国際資本のあまりにも大規模かつ急激な移動の結果、経済が破

綻 したのであり、その結果として、これらの諸問題がクローズアップされて見えてきたとい う

ことである。因果関係はむ しろ逆である。その後、ロシアやブラジルでも同様の危機が生じた

ことを見ても、通貨 ・金融危機の原因はアジア固有の問題 によるものではなく、グローバル ・

キャピタリズムの問題によるものと考えるべきである。 したがって、危機の再発を防止するた

めには、国際金融システムの強化に向けての国際的な取 り組みが必要である。一方で、国内の

脆弱な金融システムは改革する必要がある。透明性のある市場慣行、司法制度や会計制度の整

備、コーポレー トガバナンスの強化などは既にインターナショナル ・ベス ト・プラクテイスと

して必要不可欠なスタンダー ドである。

(2)ア ジア通貨危機 支援 に関す る新構想(新 宮沢構想第1ス テー ジ)

アジア通貨危機に見舞われた諸国を支援するため、IMFの 支援プログラムと協調 しながら、

日本政府は可能な限 りの支援を決定した。タイに関 しては97年 の8月20日 に総額172億 ドルの

IMFの 支援パ ッケージが決定された。その際、 日本はIMFと 同額の40億 ドルの支援を表明 し

た。これは単独国の拠出額 としては最大の規模であった。続いて、97年11月5日 には、対イ

ンドネシア向けの総額400億 ドルのIMF支 援パッケージが、同年12月4日 には対韓国向けに総

額580億 ドルの同パッケージが決定された。その中で、日本はイン ドネシアに50億 ドル、韓国

に100億 ドルの第2線 準備の資金についてコミットした。 このほか、98年 秋の新宮沢構想発表

までに 日本政府がコミットしたものも加えると、日本政府のアジア支援のコミットメン ト総額

は440億 ドルに達 した。その内訳は、IMFを 中心とした国際支援パッケージ190億 ドル、民間

企業活動及び貿易金融の円滑化のための資金:約220億 ドル、経済構造改革、人材育成支援のた

めの資金約20億 ドル等である。これは、先進国の中でも群 を抜いた貢献である。一方、米国

はタイへの支援額がゼロで、イン ドネシアと韓国に対 しても第2線 準備 として総計80億 ドル

のコミットしか していない。「日本はアジア通貨危機で苦 しむ諸国からの輸入を増やすことが

できないため問題だ。」との批判がワシン トン ・コンセンサスグループからなされたが、上述

の通 り、非難 される理由はない。

そ して、通貨危機による極度の混乱か ら抜け出し、言わば小康状態には至ったものの、実体

経済を回復 させ るための対策を必要とするアジア諸国を支援す るために、98年10月 、 日本政

府より 「アジア通貨危機支援に関する新構想」所謂 「新宮沢構想」が発表された。新宮沢構想

の目的は、各国の不良債権問題を解決するために必要な内需拡大 ・不況対策の資金を緊急に融

通す ることであった。具体的な規模は総額300億 ドルの資金支援スキームであり、アジア諸国

の実体経済回復のための中長期の資金支援 として円借款、輸銀融資等150億 ドル、経済改革を

推進する過程で短期の資金需要が生じた場合の備えとして150億 ドルを用意するものであった。

通貨危機に見舞われたアジア諸国の98年 の実質経済成長率を見ると、軒並み大幅なマイナス

成長 となってお り、タイがマイナス10.2%、 マ レーシアがマイナス7.5%、 イン ドネシアがマ
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イナス13.0%、 韓:国がマイナス6.7%な どとなっている。 したがって、当時のアジア諸国にとっ

ての最優 先課題は何より内需拡大であ り、国内の不況を克服するための雇用促進的な公共事業

を推進することであった。一方、社会の安定を維持するために、ソーシャル ・セーフティー ・

ネッ トの拡充など社会的弱者対策も緊急の課題であった。 このような資金需要に応えるため、

当時の海外協力基金(OECF)と 日本輸出入銀行(輸 銀)か らの直接的な公的資金協力が提案

されたのである20。

ほぼ2年 間を目処として実施された中長期の資金支援は、韓国とAS:EAN4(タ イ、マ レー

シア、フィリピン、イン ドネシア)に 対 して、国際金融等勘定(OECF円 借款)で82億 ドル、

海外経済協力勘定(輸 銀ローン)で53億 ドル、合計135億 ドルがコミットされ、経済回復のた

めの重要なきっかけとなったことから、各国から高く評価 された。

このよ うな直接的な資金支援の他に、緊急に行 うべき大型プロジェク トの資金調達のため、

日本政府が間接的に支援するスキームも新宮沢構想 には含まれていた。たとえば98年 の貿易

保険によるタイ ・マレーシア支援がそうである。民間金融機関がタイやマ レーシアの公共事業

プロジェク トのために債権を発行 して資金を市場から調達する際に、貿易保険によって リスク

をカバーす ることによって、低い金利を設定することが可能になる。貿易保険は通産省の特別

会計で運営されてお り、言わば日本政府が保証を付けることになるのである。また、輸銀(海

外経済協力勘定)も アジア諸国の公的セクターが民間金融機関か ら借入れを行 う際に保証を行

うことができる(99年 の法律改正で公債への保証 も可能になった。)。マ レーシアの鉄道複線

化プロジェク トやフィリピンの電力公社向けに実績がある。

さらに、アジア諸国が経済改革を着実に進めてい く過程で、貿易金融の円滑化などのために

短期の資金需要が生じた場合に備えて、日本の外国為替特別会計がその保有する外貨準備を使っ

たスワップなどの方法で総額150億 ドルの短期資金を用意した。これは、緊急の短期資金の需

要が発生 した場合に、相手国政府の通貨を担保 として、市場金利で短期間の貸出しを行 う制度

である。第1号 は韓国であり、99年1A15日 の日韓蔵相会談において、最大限50億 ドルの短

期資金支援がコミットされた。その後、マ レーシアとの問にも最大限25億 ドルの短期資金支援

がコミッ トされ、総額75億 ドルの短期の資金需要に対するクレジッ トライ ンが設けられて今

日に至っている。後述する 「チェンマイ ・イニシアチブ」はこのスワップ方式を拡大するもの

として設計 されたものである。

さらに、アジア開発銀行に 「アジア通貨危機支援資金(AsianCurrencyCrisisSupport

:Facility:ACCS:F)」 が創設 された。この資金の目的は、アジア開発銀行の融資に関連;して、

通貨危機の被害を受けたアジア諸国が発行する債券や民間協調融資に保証を行 うことである。

20そ の後 、 日本政府 の行政改革 の一環 としてOEC:Fと 輸銀が統合 され、 日本 国際協力銀行が設立 された。

旧OECFの 業務 は海外経済協力勘定、 旧輸銀 の業務 は国際金 融等勘定 とい う形で 区分 され 、実施 されて

い る。
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このため、 日本政府は3600億 円の拠出国債を98年 度の第3次 補正予算で手当て した。 この結

果、たとえば輸銀 とアジア通貨危機支援資金が協調保証することによって、貴重な財源を最大

限有効に使 うことが可能になる。また、アジア諸国の資金調達が行いやすくなるよう利子補給

を行ったり、民間企業債務のリス トラや金融システム安定化のための技術支援を行 うため、 日

本政府はこのファン ドに275億 円の現金も拠出した(98年 度補正予算で75億 円、99年度 当初予

算で200億 円措置。)

(3)ア ジアの民間資金活用構想(新 宮沢構想 第2ス テージ)

98年10Aの 新宮沢構想は、危機的な経済状況か ら脱出するための言わば緊急避難的な支援

措置であった。アジア経済は98年 に成長率が軒並みマイナスになった後、99年 に入ると輸出

の好転や株式市場の回復による資産効果などから、実質経済成長率がプラスに転 じている。ア

ジア諸国の99年 の実質経済成長率を見ると、タイが4.2%、 マ レーシアが5.4%、 韓国が10,7%

などと急激な回復を示 している。政情不安の続くイン ドネシアです ら、99年 の成長率は0.3%

と一応プラスに転 じた。 このようなアジア経済の回復の兆 しが感 じられるようになった99年

5月 、ランカウイで開催 されたASEAN+3(中 ・日 ・韓)蔵 相会議で、「アジアの民間資金

活用構想」所謂 「新宮沢構想の第2ス テージ」が発表された。

この時点での、日本政府のアジア経済に関する認識は、 「アジア経済は、外貨流動性危機 の

初期毀階、実体経済の更なる落ち込みを防止 し回復に向けての道筋をつける第2段 階を経て、

再び力強い経済発展を取 り戻すとともに、強靭な経済システムの構築に向けて'協同して取 り組

んでいくべき新たな段階に入 りつつある。」 とい うものであった。実体経済の本格的な回復を

確実なものにす るためには、民間資金を活用(mobilize)す ることが不可欠であ り、「短期 ド

ル資金への過度の依存が今回の通貨危機をもたらしたことを踏まえ、将来にわたって通貨危機

に陥 りにくい安定的かつ強靭な金融システム(資 金調達メカニズム)を アジア域内において構

築してい くことが重要である。」このような認識に基づき、第2ス テージでの日本政府の支援

は、当面総額2兆 円程度の範囲内で、民間資金活用のための支援など、より市場 との関係を重

視 したものに注力されることとなった。その際、 日本の豊富な民間資金の本格的還流を図るこ

とが不可欠であ り、新宮沢構想による支援が円の国際化、東京市場の活性化につながることへ

の期待も表明された。このことは、 日本政府のアジア支援の動機が、アジア経済の回復による

日本経済への好影響とい う間接的なものだけではなく、「円の国際化、東京市場の活性化」 と

い う直接 日本の国益にも資することを説明 したものであり、 日本の経済外交史上画期的なこと

である。

具体的には、アジア諸国が国際金融 ・資本市場から資金調達する場合に、輸銀による保証や

公債取得、アジア開発銀行に設けられた 「アジア通貨危機支援基金」による保証、利子補給に

よる支援が表明された。特に、これまで輸銀は公債に対する保証ができなかったが、法律改正

により、99年10,月!日 か ら実施可能 となったものである(国 際協力銀行発足時)。 実際に、
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2000年6月 にこのスキームを使い、フィリピン国営石油公社の220億 円規模のサムライ債が国

際協力銀:行の保証付で発行された。また、アジアの民間企業を対象とするエクイティー ・ファ

ンドやデット・ファンド等に対 して、輸銀が融資、出資、保証により支援することも表明された。

たとえば、アジアの民間企業のリス トラを支援するためワーキングキャピタルを供給するような

ファンドに対 して、輸銀が出資することが想定されている。さらに、中長期的観点から、通貨

危機をもたらす過激な国際的短期資本移動の影響を受けにくくするための安定的な金融システ

ムの構築を提案 している。そのためには、域内の民間資金の活用を最大化 して域外資金への依

存割合を減らす必要がある。幸い、アジア諸国は貯蓄率の高い地域であり、98年 の世界銀行の

統計では、タイ36%、 マ レーシア47%、 シンガポール51%、 韓国34%と 軒並み世界平均の21%

を上回っている。通貨危機の影響を激 しく受けたインドネシアです ら24%で あり、危機の前の

97年 には31%で あった。東アジア域内の資金を活用(mobilize)す るためには、域内において

厚みのある債券市場を整備 し、育成 していく必要がある。そのことによって、域外からも長期か

つ域内通貨建ての良質の資金流入を期待することもできる。そのため、 日本政府 としてはまず、

サムライ債発行の促進、国債市場及び決済システムの一層の整備など東京市場の活性化を進め

ていかなければならない。さらに、既に国際債市場の発達している香港、シンガポールなどと協

力 して、域内の債権市場の活性化に向けて努力 していく必要がある。その上で、アジア各国の

国内債権市場発展のために、必要な技術協力 ・人材支援を行 うべきであろう。

(4)技 術 協力 ・人材 支援の重要性

経済協力は大きく分けて、政府開発援助(ODA)、 輸出信用などその他の政府資金の流れ

(00F)、 銀行貸与などの民間資金の流れとNGOに よる贈与の四つに分類できる。そしてODA

には、二国間贈与(無 償)、 二国間資金貸与(有 償)、 国際機関への出資 ・拠出がある。技術協

力はこの中の二国間贈与に該当するものであり、無償資金協力 と並ぶ二本柱の一つである。人

材育成は開発途上国の自助努力 と持続可能な発展の基礎であり、技術 ・ノウハ ウの移転による

技術協力はそのための最 も効果的な協力方法である。 しかも、人を通 じて実施する協力である

ため、直接 日本の理念、考え方を伝えることができる。 日本の援助であることが明白な 「顔の

見える援助」であり、国民レベルでの相互理解 と親善も深めることができる。その上、技術協

力プログラムの実施過程で、 日本人自身の国際化にも資するとい う副次効果 も期待できる。

2002年 度の一般会計予算に占めるODA技 術協力予算の額は総額3,345億 円となってお り、そ

の内の約半分の1,701億 円が国際協力事業団(JICA)予 算、約3割 の911億 円が各省庁の技術

'協力予算 とな
っている。JICAの 活動は研修員受け入れ、技術協力プロジェク ト、青年海外協

力隊、シニア海外ボランティアな どである。2002年6月 現在の青年海外協力隊派遣は67ヵ 国、

2,358人 、シニア海外ボランティア派遣は40ヵ 国、594人 となっている。他省庁の事業には、国

費留学生の受け入れ、金融 ・証券 ・関税等の技術協力、農林水産分野、医療 ・衛生等の技術協

力、青年の船などがある。
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通貨危機発生以降、日本は新宮沢構想 を含め総額800億 ドルの対アジア支援を表明し、着実

に実行 してきた。 しか し、「顔の見える支援」とい うことで技術協力についての重要性も政府

部内では議論されていた。その中でも特に、通貨危機による影響を受けたイン ドネシア、タイ、

マ レーシア、さらには市場経済移行国であるベ トナム、ラオス、カンボディアなどのASEAN

諸国に対する財政、金融面での技術協力の重要性がクローズアップされてきた。たとえば、98

年10月 に発表 された新宮沢構想においても、技術協力の重要性を認識 し、「日本特別基金を積

極的に活用 し、アジア諸国が民間企業債務等の リス トラ及び金融システム安定化のための総合

的な対策を実施するため、これら諸国に対 して必要な技術支援を行 うよう世界銀行及びアジァ

開発銀行に要請する。また、このような総合的な対策を実施するため、我が国としても、個別

国の実情に応じ、必要な技術支援を行 う。」 と提案 された。

さらに、99年5月 の新宮沢構想第2ス テージでも、上記の提案を補完する立場から、通貨

危機に陥 りにくい安定的な金融システムの構築のためのアジア域内の債券市場の整備、育成に

関 して、 「我が国金融部門のノウハ ウを生か しつつ、上記システム構築を実施 していく上で必

要な技術 ・人材支援を行 う。」 としている。 この背景には、青山学院大学深川 由起子助教授の

指摘するように、「東アジア内においても不良債権の処理 ・証券化などでは欧米銀のカは当面

は圧倒的であるが、新宮沢構想などによる最大の支援者 として、単に資金を提供するばか りで

なく、 日本だけが持つ情報による知的貢献 を考慮する時期が来ているともいえよう。」との考

え方が存在 している21。

以上のような新宮沢構想による財政金融分野での技術支援の努力が、2000年5,月6日 の

ASEAN+日 中韓蔵相会議でも評価され、次のようなステー トメン トが共同声明に盛 り込まれ

た。「我々は、金融当局者向けの研修やセ ミナー及び財政の健全性の確保や公的債務管理、金

融政策の改善といった緊急の必要に応 じるための専門家派遣による、金融部門での技術支援拡

充にかかる日本の支援の提供に対 して感謝 した。」

今後 とも積極的に財政 ・金融分野での技術支援を進めて行 くべきであるが、それは 日本型の

システムを教えた り、押しっけたりするとい うことではない。 日本の戦後の開発型経済発展は

当時の日本国内の状況、国際経済環境の下で有効なモデルであり、発展段階の異なるアジア各

国にそのまま当てはめてみても機能 しない。たとえば債券市場の育成を支援するにしても、 日

本の国債市場、社債市場の仕組みは、歴史的な しがらみなどもあり、それをそのまま移転す る

事は不可能であろうし、そもそも望ましい事ではなかろ う。 日本に期待 されている事は、日本

のシステムに通暁している財政 ・金融各分野の専門家をアジア各国に派遣 し、彼 らがそれぞれ

の国の社会、経済の発展状況をよく理解 した上で、各国に最適な制度や執行の仕組みをア ドバ

イスす ることであろう。アジア諸国の政治家、官僚の トップは欧米で高等教育を受けてお り、

21深 川 由起子 「東 アジアの構造調整 とコー ポ レー トガバ ナンス形成一韓 国の事例 を中心 に」『転換期 の

東 アジア と日本企業』青木昌彦 、寺西重郎編著 、1999年 、PP.179-220
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博士号の保持者も多い。しかし、彼 らは若い頃からトップに抜擢 されるため、実務の苦労を知

らない場合が多い。一方、現場の実務家は政策を考えるとい うマイン ドがなく、 トップと現場

の距離が大き過ぎる。そのため、政策の議論が完璧でも、現場で実行 されない事がままある。

欧米系のコンサルタン トのア ドバイスも、この壁を乗 り越えられていない。 日本の政府や大企

業では、ことの是非はともかく、幹部は下積みを経験してお り、現場はボ トムアップでいつも

政策を考えているため、このような乖離はない。 日本の専門家が果たす役割 として、 トップと

現場、政策とその実施の橋渡し役が期待される所以である。専門家は日本の仕組みに拘泥せず、

その国に最もふ さわ しい政策を考え、その実施まで責任を持つべきである。その際には、専門

家としての経験、知識が総動員 され るべきである。「技術協力」 というよりも、まさに 「知的

貢献」が期待 されているのである。

(5)ア ジア通貨基金 と 「チ ェンマ イ ・イニ シアチ ブ」

前述の通 り、97年8A11日 、タイの通貨危機に対応するための金融支援国会合が東京で開

催された。通貨危機発生から約1ヵ 月後のタイミングで、 日本はホス ト国として、総額172億

ドルの支援パ ッケージの取 りまとめに成功 した。IM:F、 世界銀行、アジア開発銀行などの国

際金融機関のほか、 日本40億 ドル、中国、香港、マレーシア、シンガポール、豪州が各10億 ド

ル、韓国、イ ンドネシア、ブルネイが各5億 ドルのバイの拠出を行 うとい う画期的な取 り組み

であった。 しか し、危機のたびに、支援国会合を開き、いわば 「奉加帳」的な支援を行 うこと

は効率的でないため、この時、アジア地域を対象に金融支援を行 う常設の国際機関として、ア

ジア通貨基金(AM:F)を 創設 してはどうかとい う提案が出された。その後、9月 下旬のバン

コクでのASEM蔵 相会議、香港でのG7な どの場で、引き続き関係各国間での話し合いが続け

られた。 この間、アジア太平洋地域での日本のプレゼンスの強化を望まない米国政府 と、資金

供給を行 う地域の機関が新設 されると、機能において真っ向から重複するIMFもAMF創 設に

反対の立場を取った。 この時の、彼 らワシン トンコンセサス組のキーワー ドは 「モラルハザー

ド」 と 「既存機関との重複性」であった22。そ うこうしている内に、タイの通貨危機がイン ド

ネシアに 「伝染」 し、10,月8日 になって、ついにインドネシアもIMFに 支援を要請するに至っ

た。その結果、危機感を持った関係14力 国プラスIMF、 世界銀行、アジア開発銀行が11A18

日から19日 にかけてマニラに集合 した。そこでの議論の結果、所謂 「マニラフレームワーク」

(「金融 ・通貨の安定に向けたアジア地域協力強化のためのフレームワーク」)が 合意された。

合意の内容は、まず第1に 、アジア諸国による域内め経済サーベイランスを年2回 行 うこと。

第2に 、国際金融機関に対 し、各国の金融セクターや市場監督の強化のための技術支援を要請

す ること。第3に 、IM:Fに 対して、新たに短期的な融資を行 う仕組みを創設するように要請

す ること。 この結果、IMFに おいて補完的準備融資制度(SRF)が 創設され、同年12Aの 韓

22篠 原興 「アジア通貨基金 に向けて」『国際通貨研究所 ニュー ス レター』1999年3月
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国危機の際に発動 され、効果を発揮 した。第4に 、IM:Fの 支援を前提 として、その他の域内

の国々が支援を行 うスキームを創設すること。これを受けて、「アジア通貨安定のための協調

支援ア レンジメン ト(CFA)」 が創設 された。以上の内容は、直接的に資金を供給する地域的

な国際機関としてのアジア通貨基(AMF)を 創設することにはっなが らなかったが、短期的

な政策的効果としては、それを代替す る働きをしたと言える。

しかしながら、今回のアジア通貨危機では危機の収拾に手間取 り、IM:Fプ ログラムの策定後

も通貨が下落 し、経済が一層悪化するようなことがあった。IM:Fの コンディショナ リティにつ

いても批判が多かった。まず、マクロ経済の不均衡が明白でなかった国で、伝統的な引締め政

策をマニュアル的に実施 した結果、経済状況の悪化を通 じて、市場の信認をかえって喪失させ

た点が批判される。アジア諸国はラテン ・アメリカとは異な り、もともと財政は健全であった

ため、より一層の財政黒字化に意味があったかどうか。また、国内の金融危機をも伴っている

場合に、過度に金利引上げを継続することは脆弱な金融セクターの体力を消耗 させ、事態を一

層悪化 させた。 さらに、構造改革に関するコンディショナ リティについても批判が多い。構造

改革の必要性に関しては、誰も異存はないのだが、危機の最中に行 うだけの緊急性があったの

かという批判である。経済構造の問題は、その国の社会、歴史、文化に深く根 ざしているものが

多く、短兵急に行お うとしてもそう容易なものではない。シークエンスが重要だと指摘され る

所以である。特に、イン ドネシアにおいて、預金保険の仕組みもないまま、教科書的に実施 さ

れた16の 銀行の閉鎖が大規模な取 り付け騒ぎを誘発 し、金融危機を増幅 したことは特筆され る

べきである。 このような背景のなかで、危機 から脱 した後も、アジア各国か らは引き続きアジ

アの地域的な金融協力の仕組みを構築できないかとの希望が日本政府に寄せ られてきていた。

99年11月 のASEAN+3(日 ・中 ・韓)非 公式首脳会議(マ ニラ)で 発表 された 「東アジア

における協力に関する共同声明」に沿って、ASEAN一 ト3の 大蔵省関係者は、経済金融情勢に

関して意見交換を繰 り返す とともに、東アジア地域における国際金融協力に関して具体案作 り

の努力を重ねてきた。その結果、2000年5月6日 にタイのチェンマイで開催 されたASEAN+

3蔵 相会議において、所謂 「チェンマイ ・イニシアチブ」が合意された。この 「イニシアチブ」

は既存の国際的な制度を補完する域内の金融上のアレンジメン トであ り、すべてのASEANス

ワップアレンジメン トとASEAN、 中国、 日本、韓国との問の二国間のスワップ(合 意 した範

囲内での自国通貨を対価 とする相手国か らの準備通貨の短期引き出し)及 びレポ(合 意した範

囲内での相手国との買い戻 し条件付き準備通貨の短期売却)取 極めのネットワークが含まれる。

具体的には、新宮沢構想の下で、韓国、マ レーシアと締結 した、外貨準備 を利用したスワップ

取極めをバイの協定の形で地域全体に拡大するとい う提案である。結果として、通貨危機が発

生 した際には、バイの協定がいっせいに発効 して、十分な流動性が供給されることになる。

ASEAN+3の 外貨準備の合計は2001年 末で7000億 ドルを超える。本 「イニシアチチブ」参

加国が、お互いの外貨準備の一部を用いて、金融協力を緊密化することにより、AM:Fの 目指 し

ていた危機時の資金供給機能が発揮 されることが期待 される。このような形で、地域内の国際
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金融協力を続けていく過程で、バイの協定の集合体である 「チェンマイ ・イニシアチブ」をマ

ルチの協定に拡充する可能性も出てこようし、さらに発展的に参加各国が共通の基金を拠出し、

AMFを 創設する道 も開かれたと考えられる。危機の再発防止の観点か らも、厂チェンマイ ・イ

ニシアチブ」の中で、国際資本フローのモニタリングの枠組み として、ASEAN一 ト3で 資本 フ

ローに関する整合性の取れたタイムリーなデータ及び情報の交換 を行 うことが合意 されたこと

は歓迎され るべきである。 さらに、ASEAN+3の 経済 レビューや政策対話の有効性を高める

ため、経済及び金融に関する東アジアの域内サーベイランスを促進することも合意 されている。

通貨危機のときにはなかった、ASEAN+3の 参加国がお互いに経済的な困難を協力 しあって

解決す るスキームができたのである23。

3.地 域経済連携協定の重要性

(1)WTO体 制 と地域経済統合

日本は、戦後の経済成長の過程で一貫 して多角的自由貿易体制の最大の受益国であり、その

通商政策は、法の支配、多角主義、無差別を原則 とするWTO体 制を基本 としてきた。そ して、

地域経済統合には参加せず、他の国 ・地域による地域経済統合の形成をCRTA(地 域貿易協定

委員会)の 審査等を通 じて牽制 してきた。 しかし、これまでの 日本の主張にもかかわ らず、

WTOで その存立を否定された地域経済統合はなく、その数は増える一方であった。特に1990

年代には地域経済統合が急速に広がった。今や主要国でこれらに全く参加 していないのは、 日

本の他、中国、韓国のみ となった。その韓国も98年 以来、積極的に二国間自由貿易協定の締

結を検討 し、現在チリと交渉中である。

歴史的に見ると、多角的自由化交渉の推進役のほとんどは、地域における自由化の推進役で

もあり、 自由化をダイナミックに推進する国にとっては、重層的アプローチが自然な選択であっ

た。 日本 が地域経済統合に否定的であった背景には、戦後の冷戦構造下で国際貿易秩序の形成

に自ら積極的役割を果たす とい う能動的姿勢が希薄だったことが指摘できる。そして何 より、

農林水産業の自由化が期待できない以上、GATT24条 に整合的な地域経済協定は締結できない

との現実的判断があった。従って、これまで地域経済統合に否定的であったのも、理念の問題

に加 えて、当方に選択肢がない以上、 日本を相対的に不利益にする可能性のある地域経済統合

はできるだけ牽制 したかったとい うことであろう。

地域経済統合には、「貿易転換効果」等のマイナス面 もあるとの議論があったが、現実には、

国内産業に段階的に自由化への抵抗力をつけさせるなど、世界の貿易投資の自由化をダイナ ミッ

クに促進 し、経済を活性化させる結果 となっている。地域経済統合の積極的効果を整理すれば

23加 藤 隆俊 『円 ・ドル ・元 為替 を動かすのは誰か』東洋経済新報社、2002年 、pp277-278
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次のとお りである。まず、国内産業を段階的に国際競争にさらして自由化への抵抗力をつけさ

せることにより、将来の多角的自由化を円滑に進める備えとなる。その結果、域内の競争圧力

が高まり、生産性も向上する。また、相互の障壁削減により国境を越えて市場が統合 され、域

内企業に規模の利益をもたらす。 このことは、域内市場の域外企業にとっての魅力を高め、域

内への直接投資を拡大する。第二に、世界の貿易 ・投資 自由化の促進(WTOで の取組の補完)

とい う観点からは、将来の多角的自由化に向けた抵抗力の強化が上げられ る。また、統合の参

加国拡大や統合問の融合により世界大の自由化に接近することも可能である。 さらに、1っ の

地域統合が他の地域統合を誘発する相乗効果、域外諸国の多角的交渉に対す る熱意を高め、多

角的交渉を促進する効果もある。第三に、多角的交渉は、利害が錯綜して長期化 しやすいが、

地域経済統合は、相手国を選べるので迅速に成果を出せる。また、新分野のルール も機勸 的に

合意可能で、将来の多角的ルールのモデル となりうる(例:米 加:FTAの 紛争処理規程、サー

ビス協定、NAFTAの 知的財産関連規定、基準認証関連規定)。 第四に地域経済統合は、相手

国の制度との比較、調和を通じて、国内の遅れている分野についての制度改革を促す契機 とな

る。本来は自己利益である貿易投資の自由化 を、相手国の自由化の対価 として譲許することに

より、痛みを伴 う改革を政治的に進めやす くするのは、多角的交渉と地域統合交渉に共通 して

いる。この点は、経済構造改革を進めなければならない 日本にとって最も重要な効果である。

一方で、地域経済統合の域内市場においては、域外企業は不利な条件で競争 しなければなら

ない。根本的な解決策は、WTOで の自由化により地域取決めの域外差別性を解消することだ

が、時間がかかる。そこで各国とも、自国産業の利益を保全す るため、WTOに おける自由化

努力に加 え、二国間、地域間の地域経済統合 も含 めた重層的アプローチを採用 している。この

ような状況の下で、 日本が地域経済統合を結んでいないため、先進国企業の中で我が国企業だ

けが不利益を被 る例すらある24。従って、農業等のセンシティヴな産業に対する保護を縮減す

るコス トと地域経済統合オプションを持たないことが自国のグローバル企業に与える不利益 と

を真剣 に比較衡量する必要がある。

さらに、地域経済統合は、多角的交渉の合間に進展することが多い。WTO新 ラウンド終了

後には、地域経済統合同士の統合など、地域経済統合が本格的に新たな段階に入ることも十分

予想される。このような状況で 日本が地域経済統合に対 しあくまでも消極的な姿勢を貫けば、

アジア諸国と米国、EUな どとの経済統合が進み、我が国がアジア市場において競争上不利な

立場に置かれることになろ う。特にAPECが この地域の自由化の枠組み として単独では推進力

が弱く、これを補 うものとして自由貿易協定に注目が集まっていることを考えると、米国のブッ

シュ政権が再びアジアにおける自由貿易協定オプションを追求する可能性は否定できない。 日

24例 えば、 メキシコ市場 では、マキラ ドー ラ制度 が廃止 され 、現地に進 出 している 日本の 自動車産業 、

電子 ・電 気産業 は、NAFTAやEU一 墨FTAに よって関税が無税 になってい る欧米の企業 に比べ て、本 国

か らの部 品調達 に対 し最大15%の 関税を賦 課。
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本 にとっては、WTO新 ラウン ドの結果として農林水産業の関税が一定程度下がれば地域経済

統合のWTO整 合性を満たすためのハー ドルが低くなる。その時点で機動的に地域経済統合ス

キームを活用できるよう、今から必要な国内制度を整備する必要がある。そのことによって、

地域経済統合を現実の政策オプションとしておくことが重要である。

地域経済統合を進める際には、まずは近隣諸国から開始するのが通常であるが、日本が近隣

たるアジア諸国に経済統合を呼び掛けることには、歴史的な理 由からアジア諸国の反発が予想

された。 しかし、第1に 、アジア通貨危機 を経て、アジア諸国において日本 との協力関係強化

の機運が高まっていること、第2に 、 日本においても、アジアに対する真の支援は自らの国を

開放することだとい う認識が広まってきたこと25など、アジア諸国の日本に対する認識は確実

に変化している。 日本がアジア諸国と地域経済統合 を結ぼ うとすれば、アジアにおいて日本が

米国より有利な取扱いを受けることに対する米国からの反発があり得ることが懸念 された。 し

か し、90年 代に加速した経済のグローバル化により、企業は主要市場である米 ・欧 ・アジァ

のそれぞれに拠点を有するようになっている。この結果、それぞれの市場の統合が進んでいる

方が進出企業にとっても、資材調達コス トも低くな り、メリットが大きいという状況が生じて

いる。このように、地域経済統合は、グローバルシステムを支えるサブシステムとして機能す

るようになってお り、アジアで経済統合が形成されても米国企業が排除され ることを懸念する

必要はないと考えられる。

(2)グ ローバ1丿ゼー シ ョンと地域経済連携

ITに よって加速化 されたグローバル化によって一体化 しつつある世界経済において、新た

な地域経済協力の在 り方が問われている。変化の速いグローバル時代において、企業は製造技

術のライフサイクルの短期化に対応 して製品開発から出荷までの リー ドタイムを短くす るため、

世界の主要市場で生産 ・開発も併せて行 う傾 向にある。従って、多国籍企業は各地域で直面す

る新 しい問題が迅速に解決されることを望む傾向がある。 しか し、急速な環境変化に対 して、

WTOが 十分対応 して新たなルール を迅速に形成することが困難 となっている。 このため、

WTOを 補完する地域内の取り組みは、グローバルなシステムの安定性 を高めるためにも重要

にならざるを得ない。

グローバル化が進んだ今 日、地域経済統合が第二次大戦前のような孤立 した閉鎖的なブロッ

クとして存立する余地はない。歴史的に見ても、貿易 自由化に熱心な国々はまた、二国間ある

いは地域内の自由貿易協定のネットワークを強化する努力もしてきた。これは、マルチの枠組

みに先駆けて時代の変化に対応 しようとする努力であり、その成果は逐次マルチの枠組みに取

25『 ア ジア経済再生 ミッシ ョン(奥 田 ミッシ ョン)報 告書』99年11,月

「グローバル化 とい う歴 史の奔流に乗 り遅れず、 日本 の社会や経 済を活性化 してい くため には 『日本

を開 く』 ことが焦眉 の急 であ る。 また、『日本 を開く』 ことを通 じて、 日本 はア ジア との信頼 関係 を築

き、真 の盟友 となるこ とができるのである。」
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り入れ られ、世界貿易の発展に貢献してきた。アジアの国々は、政治、文化、経済発展段階と

もに多様で、北米や欧州のよ うな地域統合 を直ちに実現できる実態はない。 しか し、IT関 連

産業のめざましい発展は、各国を結ぶ生産ネ ットワークを急速に緊密化 してお り、環境やエネ

ルギーなど安定的な経済発展の基礎となる分野も各国共通の関心事項である。活力溢れるこの

地域が、今後一層世界の経済成長を牽引するとともに、主体的な問題解決能力を備え、グロー

バルシステムに貢献できるように発展するために、地域経済統合を行 うことは一つのチャレン

ジである。

(3)日 ・シ ンガポール新時代経済連携協 定

日本 とシンガポールは、以上のような考え方に基づき、先例のない新たな自由貿易協定を模

索してきた。優れたビジネスインフラを整備 し、グローバル企業の拠点となっているシンガポー

ルは、検討段階から我が国に様々な刺激を与えており、我が国が新時代の自由貿易協定を共に

構想 し最初に締結する相手として理想的な国である(98年GDP/人US$21,807、 日本は

US$30,046)。 両国が構…想 した新時代の自由貿易協定 とは、財の取引だけではなく、人、資

本、情報の移動など経済活動を広 く捉えて促進し、柔軟で魅力ある事業環境を二国間で整備 し

ようとするものである。 これは、各国が経済活性化のために取 り組んでいる構造改革 と目指す

ところは同じである。その対象は、関税撤廃のような伝統的要素だけではない。投資ルール、

サービス貿易自由化、競争政策における協調は、自国企業が相手国市場において、内国民待遇

で、かつ、反競争的行為に阻まれ ることなく活動できることを保証す る。また、基準認証の相

互承認(MRA)を 通 じて、検査の重複を回避 し、取引コス トを低減させる。紛争解決メカニ

ズムも整備 し、協定の円滑な運用を確保する。

以上の措置は、既存の自由貿易協定に例があるが、 日・シンガポール 自由貿易協定において

は、さらに次のような新たな要素を開拓 しようとしている。第1に 、電子商取引分野では、日・

シンガポール両国のサイバースペースの一体化を目指 し、各種制度の調和を実現する。まず、

両国の電子署名認証機関の相互承認か ら具体化することになろう。今後、両国でそれぞれ国内

法制についての検討が進むにつれ、制度の調和に向けた取 り組みはさらに具体化す るであろう。

これ らは、他のアジア諸国にとっても大いに参考になる基礎を提供できる。また、民間機関が

プライバシー政策を適切に実施 している組織に使用を認めている 「プライバシー ・マーク」の

相互承認も、民間機関同士の協力ではあるが、この協定を契機に促進されることを期待できる。

第2に 、情報技術を活用 した貿易手続きの更なる迅速化のため、両国の各種関係当局から要求

されるデータを一括して提出できる国境を超えたワンス トップ ・サー ビスを実現する必要があ

る。経済産業省 は、輸出入の承認 を行 っている貿易管理オープ ンネ ッ トワークシステ ム

(JETRAS)を2002年 度までに財務省の通関情報処理システムに接続 させる予定である。シン

ガポールはこの分野において非常に進んだシステムを有しており、これを日本側としても参考

にしつつ必要な改善を行った上で、両国の間で切れ 目のないネットワークの整備が可能である。
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第3に 、入国管理手続きの一層の合理化等を通じて、人の移動の円滑化を進める。第4に 、取

引の促進に資する協力 として、例えば、JETROと シンガポール貿易開発庁による、貿易 ・投

資ミッションや ビジネスセミナーの共同開催、データベース共有等の協力が考えられる。また、

日本 と東南アジアの中小企業の協力を促進するため、例えば、中小企業 ビジネス ・サポー ト・

センターをシンガポールに設立する。 このよ うに、日本 ・シンガポール 自由貿易協定は、伝統

的な自由貿易協定を超 えて、経済活動全般にわたる連携を強化 しようとするものであり、『新

時代経済連携協定』 と呼ぶのがふさわ しいものである。2000年7月30日 か ら4回 の政府間協

議が行われ、で2001年10A20日 に上海で開催 されたAPEC首 脳会議の際、小泉首相 とゴー ・

チョク トン首相の間で、両国間の交渉が成功裡に終了したとの共同声明が発表された。2002

年1月13目 には、シンガポールにおいて、両首相間で 日本 ・シンガポール新時代経済連携協

定への署名が行われた。 これは日本にとって初めての歴史的な経済連携協定である。

(4)東 ア ジアFTAを 巡 る動 き

2000年11.月 のASEAN+3首 脳会議において、東アジア協力のあ り方について検討す る政府

レベルのスタディーグループ(東 アジアスタデイーグループ:EASG)が 設置 された。 ここで

は、「ASEAN+3サ ミッ ト」の枠組みから、本格的な東アジアの協力体である 「東アジアサ

ミッ ト」への移行 と東アジアでの自由貿易地域、自由投資地域の可能性 について検討 されるこ

とが合意された。EASGの 第1回 会合は、2000年5A19日 にハノイで開催 された。2002年 秋の

首脳会議 に報告書が提出される予定である。

日本が将来の地域経済統合の対象を考えるうえで、アジア諸国は、以下の観点から極めて重

要であり、積極的に東アジアFTAの 検討 に参加すべきである。すなわち、まず、地理的に近

く、我が国 との経済的相互依存関係が高い。豊富な若年労働者、市場の成長性など、将来に向

けての潜在的利益も大きい。また、米欧は、それぞれ有力な地域経済統合を形成 してお り、 日

本がアジア諸国との地域経済統合によって発言力を高め うることが可能となる。 さらに、地域

経済統合 を通 じて近隣のアジア諸国が経済的に発展し、また、我が国との関係を一層緊密にす

ることは、我が国の安全保障上も重要であるからである。東アジアFTAを 推進す るためにも、

当面は、韓国及びASEAN主 要国を対象 とし、:FTAの 締結可能性を探っていくべきである。特

に、 日・シンガポールFTA(『 新時代経済連携協定』)は 、我が国 とのFTAの 締結可能性にア

ジア諸国の関心を向け、我が国が参加 したアジアの地域経済統合の端緒 となることが期待 され

る。 さらに、WTO加 盟後の中国とも、FTAの 締結可能性について意見交換を開始することが、

東アジア:FTAを 推進す るために不可欠である。 しか し、中国の動きは早 く、2001年11月6日

のASEAN首 脳会議(ブ ルネイ)で 、中国 ・ASEANのFTAを 今後10年 以内に締結する方針が

決定 された。ASEAN+3の 枠組みが作 られた ものの、一定の方向を示せ ない内に中国 ・

ASEANの 取 り組みに先を越されて しまった。 この背景には、海外からの直接投資を吸収 しな

がら急速に発展する中国経済を脅威 と見る一方で、高成長を続ける中国市場の魅力を戦略的に
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勘案 したASEAN諸 国の判断がある。 さらには、市場開放と海外援助を武器 として駆使 した中

国の首脳外交が功を奏 したとい う面も指摘できる。中国に対する、今後の経済的な戦略を持ち

つつ、韓国と共同した東アジア経済圏に関する戦略構築を一 日も早 く進めることが 日本政府 に

望まれる。

(5)地 域経済連携 の具体 的戦略

これまでのNAFTAやEUの 取 り組みにみ られるよ うに、一定程度発展 した経済問の一種 の

「制度化 されたクラブ」作 りは歴史の必然であり、その中で各国は高い水準の自由化や制度調

和によるメリットを享受 してきた。一方で、日本のアジアワイ ドでの企業活動が、関税とい う

物の流れに関する障壁の除去のみならず、制度やシステムそしてそれ らの運用など経済活動全

般における調和を必要 とするようになってきた。従って、アジア地域においても経済レベルが

比較的近い国 ・地域同士が、関税に限らず様々なビジネスの流れを円滑にするための 「経済連

携協定」を模索することが必要になってきたのである。

経済連携の具体的なメリットの一っ 目はまず、拡大された市場の確保 とそれへの優先的なア

クセスである。相手国の関税削減などを通 じて当該国内市場への自国企業のアクセスが改善さ

れ、貿易 ・投資の機会が拡大するとともに、規模;の経済による利益(域 内投資の効率化による

利益率増大等)を 享受することが可能になる。二番目に、国際ルール作 りの場での発言権拡大

が上げられ る。地域内における経済実態を踏まえて、標準、規制、制度、環境保全などの共通

ルール化 ・制度化を図ることは、defactoべ 一スのルールや制度を作ることであり、国際的な

マルチの場での発言力強化に繋がる。三番 目のメ リットは日本の構造改革や経済活性化を促進

することである。これまで関税等により保護 を受けてきた農業、繊維、サービスなどの産業分

野が自由化の進展により構造改革せ ざるを得なくなる。その結果、市場 としての魅力が増し、

新規参入企業が増え、海外からの対日直接投資が拡大することにより日本経済の活性化をもた

らす。最後に、「乗 り遅れ」による自国企業の競争上の不利が解消できる。すなわち、既に他

国と経済連携協定を締結 している国との協定締結により、既締結国企業 との関係において、関

税等の面で競争上の不利益を解消することになる。

東アジア地域の経済連携推進の目的は、国境概念が希薄化し、経済実態として一種のビジネ

ス圏とな りっっある東アジア経済圏をコミュニティーとしてまとめていくことにある。そのこ

とにより、東アジア市場への優先的なアクセスの確保と投資効率化による自国企業の収益向上

と日本を筆頭に各国内の構造改革を加速 させることが可能 となる。具体的には、.ASEAN+3

をコアメンバーとし、香港、台湾を加えていく。中国一ASEANのFTAの 動きに遅れないよう、

日一ASEAN、 日一韓の経済連携協定を実質的に進めて行 くことが重要である。2000年 の統計

では、 日一ASEANの 貿易額は日本からの輸出が685億 ドル、輸入が596億 ドルで合計1,281億

ドル。 同じく日一韓で、 日本からの輸出が307億 ドル、輸入が205億 ドルで合計512億 ドル と

なっている。ちなみに、中一ASEANの 貿易額は中国からの輸出が175億 ドル、輸入が221億 ド
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ルで合計396億 ドル。一方、 日一中では日本か らの輸出が304億 ドル、輸入が551億 ドルで合

計855億 ドル となっている。 この数字からもASEAN+3で 地域経済連携協定が結ばれた時の

インパク トの大きさが推察され る。

第2節 で検討 した国際金融協力 に加 え、 自由貿易協定を中心とす る地域経済連携協定を

ASEAN+3の 枠組みで進めていくことにより、東アジア域内での安定的な経済成長が可能と

なり、その過程で国家間の所得格差を是正 していく努力を行 うべきである。 日本はそのための

指導力を発揮することが求められている。
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